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平成２６年度化学物質環境実態調査結果の活用状況 

 

平成２８年１２月２０日 

環境保健部環境安全課 

 

 

平成２６年度の化学物質環境実態調査の結果は、第２１回化学物質評価専門委

員会の評価を経て、平成２７年度版の「化学物質と環境」として公表した。 

平成２６年度の初期環境調査及び詳細環境調査の結果概要と要望部署における

調査結果の活用状況は、それぞれ別表１及び２のとおりである。 
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（別表１）平成２６年度初期環境調査の結果概要と要望部署における活用状況 
調査 

対象 

番号 

物質名 媒体 
検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出 

範囲 

検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における調査

結果の活用状況 

[1] 6- ア セ チ ル

-1,1,2,4,4,7- ヘ

キサメチルテト

ラリン 

水質 検出 14/16 nd～230 

ng/L 

0.85 ng/L EXTEND (PPCPs; 

Pharmaceuticals and Personal 

Care Products） 

環境中の医薬品等について環

境リスク評価を検討する上で、ば

く露情報等が不足しているため。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

検 出 さ れ て お り 、

EXTEND2010(PPCPs) 

の取組において評価

すべき物質とすること

とした。 

[2] 3-イソシアナト

メチル-3,5,5-ト

リメチルシクロ

ヘキシル=イソ

シアネート 

大気 不検出 0/10 nd 2 ng/m3 環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施す

る上で、ばく露情報等が不足して

いるため。 

環 境リスク初 期評

価の評価に活用し、評

価結果を第 14 次とり

まとめで公表した。 

大気環境 

有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質リストに選定さ

れ、化管法の排出量から推計さ

れた大気濃度に基づく健康リス

クが高いと考えられたが、近年の

大気媒体での調査実績がないこ

とから、大気における実態を把握

することが必要とされたため。 

「有害 大気汚 染物

質に該当する可能性

がある物質」の中で、

重点的に情報収集や

対策の検討を行うべき

物質の優先順位付け

に活用する。 

[3] エリスロマイシン及びクラリスロマイシン並びにその他マクロライド化合物等 

[3-1] エリスロマイシ

ン 

水質 検出 6/17 nd～30 

ng/L 

4.9 ng/L EXTEND (PPCPs) 

環境中の医薬品等について環

境リスク評価を検討する上で、ば

く露情報等が不足しているため。 

要求検出下限値と

同程度の検出下限値

での調査結果におい

て調査結果において

検 出 さ れ て お り 、

EXTEND2010(PPCPs) 

の取組において評価

すべき物質とすること

とした。 

[3-2] クラリスロマイ

シン 

水質 検出 13/17 nd～490 

ng/L 

0.80 ng/L EXTEND (PPCPs)  

環境中の医薬品等について環

境リスク評価を検討する上で、ば

く露情報等が不足しているため。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

検 出 さ れ て お り 、

EXTEND2010(PPCPs) 

の取組において評価

すべき物質とすること

とした。 

[4] オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びその他テトラサイクリン化合物並びにその代謝物質 

[4-1] オキシテトラサ

イクリン 

水質 不検出 0/14 nd 2.9 ng/L EXTEND (PPCPs) 

環境中の医薬品等について環

境リスク評価を検討する上で、ば

く露情報等が不足しているため。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

不検出で、環境リスク

は 低 い と 想定 さ れ、

EXTEND2010(PPCPs)

の取組において評価

すべき物質としないこ

ととした。 
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調査 

対象 

番号 

物質名 媒体 
検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出 

範囲 

検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における調査

結果の活用状況 

[4-2] クロルテトラサ

イクリン 

水質 不検出 0/16 nd 4.6 ng/L EXTEND (PPCPs) 

環境中の医薬品等について環

境リスク評価を検討する上で、ば

く露情報等が不足しているため。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

不検出で、環境リスク

は 低 い と 想定 さ れ、

EXTEND2010(PPCPs)

の取組において評価

すべき物質としないこ

ととした。 

[5] 5- ク ロ ロ

-2-(2,4-ジクロ

ロフェノキシ)フ

ェノール （別

名：トリクロサ

ン） 

水質 検出 16/16 0.76～93 

ng/L 

0.13 ng/L EXTEND (PPCPs) 

環境中の医薬品等について環

境リスク評価を検討する上で、ば

く露情報等が不足しているため。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

検 出 さ れ て お り 、

EXTEND2010(PPCPs)

の取組において評価

すべき物質とすること

とした。 

[6] 酢酸 2-メトキ

シエチル （別

名：エチレング

リコールモノメ

チルエーテル

アセテート） 

大気 不検出 0/14 nd 20 ng/m3 環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施す

る上で、ばく露情報等が不足して

いるため。 

環 境リスク初 期評

価の評価に活用し、評

価結果は第 14 次とり

まとめで公表した。 

大気環境 

有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質リストに選定さ

れ、化管法の排出量から推計さ

れた大気濃度に基づく健康リス

クが高いと考えられたが、近年の

大気媒体での調査実績がないこ

とから、大気における実態を把握

することが必要とされたため。 

「有害 大気汚 染物

質に該当する可能性

がある物質」の中で、

重点的に情報収集や

対策の検討を行うべき

物質の優先順位付け

に活用する。 

[7] 1,3-ジイソシアナト(メチル)ベンゼン類 （別名：m-トリレンジイソシアネート類） 

[7-1] 2-メチル-1,3-

フェニレン=ジ

イソシアネート 

大気 不検出 0/8 nd 0.33 

ng/m3 

環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施す

る上で、ばく露情報等が不足して

いるため。 

環 境リスク初 期評

価の再評価に活用し、

評価結果は第 14 次と

りまとめで公表した。 
[7-2] 4-メチル-1,3-

フェニレン=ジ

イソシアネート 

大気 検出 1/9 nd～1.3 

ng/m3 

0.24 

ng/m3 

 [8] 1,2- ジ ク ロ ロ

-4-ニトロベン

ゼン 

水質 不検出 0/16 nd 8.0 ng/L 化管法 

平成 20 年の政令改正に伴い

第一種指定化学物質に指定した

が、近年の調査実績がないこと

から、環境実態調査を行い、環

境残留実態を把握することが必

要とされたため。 

平成 30 年度に行う

化管法見直しの一環

とし て実 施予 定であ

る、対象物質の見直し

の議論に係る基礎資

料として活用する予定

である。 

底質 不検出 0/11 nd 0.61 

ng/g-dry 

[9] ジ ビニル ベ ン

ゼン類（ m- 体

及び p-体の合

計） 

大気 不検出 0/10 nd 13 ng/m3 環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施す

る上で、ばく露情報等が不足して

いるため。 

環 境リスク初 期評

価の再評価に活用し、

評価結果は第 14 次と

りまとめで公表した。 
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調査 

対象 

番号 

物質名 媒体 
検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出 

範囲 

検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における調査

結果の活用状況 

[10] 6,6'-ジ-tert-ブ

チル-4,4'-ジメ

チル-2,2'-メチ

レンジフェノー

ル 

底質 検出 9/12 nd～1.9 

ng/g-dry 

0.008 

ng/g-dry 

化管法 

化管法の施行状況について検

討を加えるに当たり、現在対象と

されていないが一定の有害性が

認められる物質について、その

環境残留状況を確認するため。 

平成 30 年度に行う

化管法見直しの一環

とし て実 施予 定であ

る、対象物質の見直し

の議論に係る基礎資

料として活用する予定

である。 

環境リスク初期評価 

底質の環境リスク初期評価を

実施する上で、ばく露情報等が

不足しているため。 

底生生物の生態リ

スク評価で活用する予

定である。 

[11] N,N- ジ メ チル

アセトアミド 

大気 検出 7/9 nd～400 

ng/m3 

2.2 ng/m3 環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施す

る上で、ばく露情報等が不足して

いるため。 

環 境リスク初 期評

価の評価に活用し、評

価結果は第 15 次とり

まとめで公表する予定

である。 

大気環境 

有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質リストに選定さ

れ、化管法の排出量から推計さ

れた大気濃度に基づく健康リス

クが高いと考えられたが、近年の

大気媒体での調査実績がないこ

とから、大気における実態を把握

することが必要とされたため。 

「有害 大気汚 染物

質に該当する可能性

がある物質」の中で、

重点的に情報収集や

対策の検討を行うべき

物質の優先順位付け

に活用する。 

[12] 2,4-ジメチルア

ニリン 

水質 不検出 0/17 nd 14 ng/L 化管法 

平成 20 年の政令改正に伴い

第一種指定化学物質に指定した

が、近年の調査実績がないこと

から、環境実態調査を行い、環

境残留実態を把握することが必

要とされたため。 

平成 30 年度に行う

化管法見直しの一環

とし て実 施予 定であ

る、対象物質の見直し

の議論に係る基礎資

料として活用する予定

である。 

底質 不検出 0/13 nd 3.3 

ng/g-dry 

[13] スルファメトキサゾール及びその他スルファニルアミド化合物並びに 2,4-ジアミノピリミジン化合物 

[13-1] スルファメトキ

サゾール 

水質 検出 11/16 nd～190 

ng/L 

5.0 ng/L EXTEND (PPCPs) 

環境中の医薬品等について環

境リスク評価を検討する上で、 

ばく露情報等が不足しているた

め。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

検 出 さ れ て お り 、

EXTEND2010(PPCPs)

の取組において評価

すべき物質とすること

とした。 

[14] 2,2',4,4'-テ トラ

ヒドロキシベン

ゾフェノン 

水質 検出 1/21 nd～13 

ng/L 

12 ng/L EXTEND (PPCPs) 

環境中の医薬品等について環

境リスク評価を検討する上で、ば

く露情報等が不足しているため。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

検 出 さ れ て お り 、

EXTEND2010 の取組

において評価すべき

物質とすることとした。 

[15] ブタン-2-オン

=オキシム 

大気 不検出 0/10 nd 13 ng/m3 環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施す

る上で、ばく露情報等が不足して

いるため。 

環 境リスク初 期評

価の評価に活用し、評

価結果は第 14 次とり

まとめで公表した。 
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（別表２）平成２６年度詳細環境調査の結果概要と要望部署における活用状況 
調査 

対象 

番号 

物質名 媒体 
検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出 

範囲 

検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における調査

結果の活用状況 

[1] アクリル酸 

 

水質 検出 17/17 100～

3,200 

ng/L 

30 ng/L 化審法 

優先評価化学物質に指定され

第二種特定化学物質への指定を

検討する必要があるが、近年の

調査実績がないことから、環境

残留実態の調査を優先的に行

い、環境中における実態を把握

することが必要とされたため。 

第二種特定化学物

質への指定の検討に

あたり、優先評価化学

物質のリスク評価に活

用しているところ。 

[2] アクリル酸 n-

ブチル 

生物 不検出 0/12 nd 0.38 

ng/g-wet 

化審法 

優先評価化学物質に指定され

第二種特定化学物質への指定を

検討する必要があるが、近年の

調査実績がないことから、環境

残留実態の調査を優先的に行

い、環境中における実態を把握

することが必要とされたため。 

第二種特定化学物

質への指定の検討に

あたり、優先評価化学

物質のリスク評価に活

用しているところ。 

[3] 2-アミノエタノ

ール 

 

水質 

 

検出 

 

19/21 

 

nd～

19,000 

ng/L 

 

60 ng/L 

 

環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施し

た結果、新たにばく露情報等を

収集する必要があると考えられ

たため。 

環 境リスク初 期評

価の再評価に活用す

る予定である。 

大気 検出 13/15 nd～8.3 

ng/m3 

0.42 

ng/m3 

大気環境 

有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質リストに選定さ

れ、化管法の排出量から推計さ

れた大気濃度に基づく健康リス

クが高いと考えられたが、近年の

大気媒体での調査実績がないこ

とから、大気における実態を把握

することが必要とされたため。 

「有害 大気汚 染物

質に該当する可能性

がある物質」の中で、

重点的に情報収集や

対策の検討を行うべき

物質の優先順位付け

に活用する。 

[4] エピクロロヒド

リン 

大気 検出 16/16 0.65～

150 

ng/m3 

0.26 

ng/m3 

化審法 

優先評価化学物質に指定され

第二種特定化学物質への指定を

検討する必要があるが、近年の

調査実績がないことから、環境

残留実態の調査を優先的に行

い、環境中における実態を把握

することが必要とされたため。 

第二種特定化学物

質への指定の検討に

あたり、優先評価化学

物質のリスク評価に活

用しているところ。 

[5] グ リオキサ ー

ル 

大気 検出 15/15 4.1～140 

ng/m3 

0.4 ng/m3 大気環境 

有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質リストに選定さ

れ、化管法の排出量から推計さ

れた大気濃度に基づく健康リス

クが高いと考えられたが、近年の

大気媒体での調査実績がないこ

とから、大気における実態を把握

することが必要とされたため。 

「有害 大気汚 染物

質に該当する可能性

がある物質」の中で、

重点的に情報収集や

対策の検討を行うべき

物質の優先順位付け

に活用する。 

[6] グ ルタルア ル

デヒド 

大気 検出 15/15 1.0～10 

ng/m3 

0.89 

ng/m3 

環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施し

た結果、新たにばく露情報等を

収集する必要があると考えられ

たため。 

環 境リスク初 期評

価の再評価に活用し、

評価結果は第 15 次と

りまとめで公表する予

定である。 
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調査 

対象 

番号 

物質名 媒体 
検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出 

範囲 

検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における調査

結果の活用状況 

大気環境 

有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質リストに選定さ

れ、化管法の排出量から推計さ

れた大気濃度に基づく健康リス

クが高いと考えられたが、近年の

大気媒体での調査実績がないこ

とから、大気における実態を把握

することが必要とされたため。 

「有害 大気汚 染物

質に該当する可能性

がある物質」の中で、

重点的に情報収集や

対策の検討を行うべき

物質の優先順位付け

に活用する。 

[7] クロロベンゼン 水質 検出 12/20 nd～370 

ng/L 

0.17 ng/L 環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施し

た結果、新たにばく露情報等を

収集する必要があると考えられ

たため。 

環 境リスク初 期評

価の再評価に活用す

る予定である。 
大気 検出 6/15 nd～580 

ng/m3 

39 ng/m3 

[8] 4-クロロ-2-メ

チルフェノール 

水質 不検出 0/21 nd 3.2 ng/L 環境リスク初期評価 

環境リスク初期評価を実施す

る上で、ばく露情報等が不足して

いるため。 

環 境リスク初 期評

価の評価に活用し、評

価結果は第 14 次とり

まとめで公表した。 

[9] シ クロヘ キサ

ン 

水質 検出 1/20 nd～5.9 

ng/L 

1.2 ng/L 化審法 

優先評価化学物質に指定され

第二種特定化学物質への指定を

検討する必要があるが、近年の

調査実績がないことから、環境

残留実態の調査を優先的に行

い、環境中における実態を把握

することが必要とされたため。 

第二種特定化学物

質への指定の検討に

あたり、優先評価化学

物質のリスク評価に活

用しているところ。 

化管法 

化管法の施行状況について検

討を加えるに当たり、現在対象と

されていないが一定の有害性が

認められる物質について、その

環境残留状況を確認するため。 

平成 30 年度に行う

化管法見直しの一環

とし て実 施予 定であ

る、対象物質の見直し

の議論に係る基礎資

料として活用する予定

である。 

[10] 2,4-ジクロロフ

ェ ノ キ シ 酢 酸 

（ 別 名 ： 2,4-D

又は 2,4-PA） 

水質 検出 19/20 nd～7.7 

ng/L 

0.08 ng/L 化審法 

旧第二種監視化学物質及び

旧第三種監視化学物質であり、

第二種特定化学物質への指定を

検討する必要があるため。 

優先評価化学物質

の指定の検討にあた

り、スクリーニングに

活用しているところ。 

底質 検出 1/22 nd～

0.044 

ng/g-dry 

0.014 

ng/g-dry 

EXTEND 

ExTEND2010 を実施する上で、

ばく露情報等が不足しているた

め。 

EXTEND 2010 の枠

組みにおいて実施した

試験管内試験では、

エストロゲン様作用、

アンドロゲン様作用及

び抗アンドロゲン様作

用の何れも陰性であ

っ た た め 、

EXTEND2010 の取組

において評価すべき

物質とはしないことと

した。 
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調査 

対象 

番号 

物質名 媒体 
検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出 

範囲 

検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における調査

結果の活用状況 

[11] α-(ノニルフェ

ニル )-ω-ヒ ド

ロキシポリ(オ

キシエチレン)

類（重合度が 1

から 15 までの

もの） （別名：

ポリ(オキシエ

チレン)=ノニル

フェニルエーテ

ル 類 （ 重合 度

が 1 から 15 ま

でのもの）） 

水質 

 

検出 16/27 nd～

1,300 

ng/L 

43 ng/L 化審法 

優先評価化学物質に指定され

第二種特定化学物質への指定を

検討する必要があるが、近年の

調査実績がないことから、環境

残留実態の調査を優先的に行

い、環境中における実態を把握

することが必要とされたため。 

第二種特定化学物

質への指定の検討に

あたり、優先評価化学

物質のリスク評価に活

用しているところ。 

[12] ノニルフェノー

ル類 

 

水質 検出 16/30 nd～320 

ng/L 

18 ng/L 化審法 

旧第二種監視化学物質及び

旧第三種監視化学物質であり、

第二種特定化学物質への指定を

検討する必要があるため。 

優先評価化学物質

の指定の検討にあた

り、スクリーニングに

活用しているところ。 
生物 検出 9/13 nd～25 

ng/g-wet 

5.5 

ng/g-wet 

水質 検出 16/30 nd～320 

ng/L 

18 ng/L EXTEND 

ExTEND2010 を実施する上で、

ばく露情報等が不足しているた

め。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

検 出 さ れ て お り 、

EXTEND2010 の取組

において評価する際

に活用する。 

[13] ビス(2,2,6,6-テ

トラメ チル-4-

ピペリジル)セ

バケート 

水質 検出 7/21 nd～690 

ng/L 

4.9 ng/L 化管法 

化管法の施行状況について検

討を加えるに当たり、現在対象と

されていないが一定の有害性が

認められる物質について、その

環境残留状況を確認するため。 

平成 30 年度に行う

化管法見直しの一環

とし て実 施予 定であ

る、対象物質の見直し

の議論に係る基礎資

料として活用する予定

である。 

[14] 4-(2-フェニル

プロパン-2-イ

ル)フェノール 

水質 検出 10/20 nd～94 

ng/L 

2.5 ng/L EXTEND 

ExTEND2010 を実施する上で、

ばく露情報等が不足しているた

め。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

検 出 さ れ て お り 、

EXTEND2010 の取組

において評価すべき

物質とすることとした。 

[15] 4,4'-(プロパン

-2,2-ジイル)ジ

フ ェ ノ ー ル 

（別名：4,4'-イ

ソプロピリデン

ジフェノール又

はビスフェノー

ル A） 

水質 検出 18/20 nd～280 

ng/L 

1.7 ng/L 化審法 

優先評価化学物質に指定され

第二種特定化学物質への指定を

検討する必要があるが、近年の

調査実績がないことから、環境

残留実態の調査を優先的に行

い、環境中における実態を把握

することが必要とされたため。 

第二種特定化学物

質への指定の検討に

あたり、優先評価化学

物質のリスク評価に活

用しているところ。 

底質 検出 20/23 nd～190 

ng/g-dry 

2.4 

ng/g-dry 

生物 検出 9/12 nd～3.4 

ng/g-wet 

0.18 

ng/g-wet 

水質 検出 18/20 nd～280 

ng/L 

1.7 ng/L EXTEND 

ExTEND2010 を実施する上で、

ばく露情報等が不足しているた

め。 

要求検出下限値を

下回る検出下限値で

の調査結果において

検 出 さ れ て お り 、

EXTEND2010 の取組

において評価する際

に活用する。 
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調査 

対象 

番号 

物質名 媒体 
検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出 

範囲 

検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における調査

結果の活用状況 

[16] ポリ(オキシエ

チレン)=オクチ

ル フ ェ ニル エ

ー テ ル 類 （ 重

合度が 1 から

10 までのもの） 

水質 検出 17/20 nd～110 

ng/L 

1.7 ng/L 化審法 

化審法の施行上特に化学物質

環境実態調査の必要があるた

め。 

第二種特定化学物

質への指定の検討に

あたり、優先評価化学

物質のリスク評価に活

用しているところ。 

[17] モルホリン 水質 検出 4/21 nd～300 

ng/L 

84 ng/L 化審法 

優先評価化学物質に指定され

第二種特定化学物質への指定を

検討する必要があるが、近年の

調査実績がないことから、環境

残留実態の調査を優先的に行

い、環境中における実態を把握

することが必要とされたため。 

第二種特定化学物

質への指定の検討に

あたり、優先評価化学

物質のリスク評価に活

用しているところ。 

 

  


